
1 
 

第１回 

桜淵公園再整備への民間活力導入に関するサウンディング型市場調査実施要領 

 

令和８年２月２日 

 

新城市   

  

１．サウンディング型市場調査の目的 

 本調査地である桜淵公園は、愛知県新城市（以下「本市」という。）にある桜淵県立自然公園

の中で本市が管理している区域です。ここは新城城主菅沼定実が植樹したのが始まりと言われる

由緒ある桜の名所であり、毎年３月下旬から４月中旬にかけて開催される恒例の「新城さくらま

つり」では市民はもとより市外からも多くの観光客で賑わいます。また、広いグラウンドを利用

できる本市の主要なスポーツ・イベント会場として年間２０万人以上に利用されています。江戸

時代から続く美しい桜とエメラルドグリーンの豊川の水辺景観が生み出す自然豊かな環境に恵ま

れた、本市を代表する公園の一つです。（桜淵再整備基本計画から引用） 

しかしながら桜淵公園は、施設の老朽化やユニバーサルデザイン化が遅れていたこともあり、

様々な要望が市内・市外から寄せられていました。このため桜淵公園が本市市民の利用とともに、

市外から訪れる観光客にも、これまで以上の利用を促し、市民の一体性を創出するとともに「新

城市の顔」としてふさわしい公園となるよう平成２７年３月に「桜淵公園再整備基本計画」を策

定しました。 

桜淵再整備基本計画では、Ａゾーン、Ｂゾーン、Ｃゾーンと３つのゾーンに分け、令和２年度

にＡゾーン、令和３年度にはＢゾーンの再整備が完了しましたが、Ｃゾーンは未だ未整備となっ

ています。 

そこで、本市ではＣゾーンの再整備に向けて民間の優良な投資を誘導し、公園機能の充実、公

園の魅力向上を図り、市民の公園利用の増進や観光客を誘致するため、民間活力を導入した再整

備等を検討しているところです。 

このサウンディング型市場調査は、民間事業者の皆様との対話を通じて、桜淵再整備基本計

画を軸とした市場性の有無や活用のノウハウ・アイデアを把握することにより、具体的な整備

手法や管理運営方法などを検討し、今後の再整備に活かすことを目的に実施するものです。 

 

※桜淵再整備基本計画については、添付資料をご確認ください。 
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２．調査対象エリアの概要 

 ⑴ 調査対象エリアの位置・規模 

  市場調査の対象範囲は下記のとおりです。 

  敷地は豊川を挟んだ左岸側と右岸側に分かれており、規模は合計約１４．４ｈａです。 

  今回の調査エリアであるＣゾーンは、その内の約３．２ｈａとなります。対象エリアはＣゾ

ーンを対象としていますが、Ａ・Ｂゾーンを含めた提案等を行っていただいても構いません。   
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⑵ 調査対象エリア（Ｃゾーン）の概要 

  Ｃゾーンは桜淵公園の南の高台に位置し、桜淵いこいの広場として管理しています。 

  Ｃゾーンには廃止した元青年の家・体育室や元レストハウス等の施設がありますが、老朽化

のため解体し令和９年度には更地にする予定で事業を進めています。釜屋建民家は市の指定文

化財として保存していきます。 

  また、桜淵公園敷地については地上権が設定してあり、市が１０１年契約で使用できる権利

を所有しており、残期間は５０年となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

⑶ 調査対象エリアの規制等 

・ 自然公園地域 自然公園普通地域 特別地域 

・ 史跡・名勝・天然記念物 新城市文化財保護条例 

・ 農業振興地域 

・ 市街化調整区域 

・ 森林地域 地域森林計画対象民有林 

 

※詳細は資料１「桜淵再整備基本計画」ｐ９～ｐ１３をご確認ください。 
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３．スケジュール 

実施要領の公表・申込受付開始 令和８年２月２日(月)  

現地見学会の事前申込期限 令和８年２月２５日(水) １７時まで 

現地見学会の開催 

（事前申し込みにより調整） 

令和８年２月３日(火)から２月２７日(金)まで 

(随時開催 土・日・祝を除く 

１０時から１７時までで調整) 

サウンディング参加申込期限 令和８年３月２日(月) １７時まで 

サウンディング実施日時及び場所の連絡 令和８年３月６日(金)までに通知 

サウンディングの実施 

(個別対話) 
令和８年３月２３日(月)から３月２７日(金) 

実施結果概要の公表 令和８年４月下旬(予定) 

 

４．サウンディングの内容 

 ⑴ サウンディングの対象者 

  桜淵公園の活用について関心のある法人又は法人グループ（以下、「事業者等」という。）。

ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。 

➀ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の各号に該当する事業者等 

② 参加申込書提出時点で、新城市請負契約に係る指名停止の措置要綱に基づく指名停止を受

けている事業者等 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく更生・再生手続き中の事業者等 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団又は新城市暴力団排除条例に該当する者 

⑤ 市税並びに法人税及び消費税、地方消費税を滞納している事業者等 

 



5 
 

⑵ サウンディングの項目 

【前提】 

  桜淵再整備基本計画で調査対象エリアであるＣゾーンの再整備基本方針は「主要施設と

連携した、地域の自然・文化体験ゾーン」と位置付けられています。求められる機能

は下記となっています。 

➀ 釜屋建民家とその周辺の憩いの広場 

② 青年の家やテニスコートなど既存施設の活用・改修 

③ うでこき山・重川池への散策路のエントランス 

   ②「青年の家やテニスコートなど既存施設の活用・改修」ですが、老朽化により解体する

予定ですので、②の機能は求めませんが桜淵再整備基本計画ではスポーツ施設を設置する計

画となっています。 

  ※詳細は資料１「桜淵再整備基本計画」ｐ１７～ｐ１８、ｐ２５をご確認ください。 

   以上のことを軸としたご提案及び調査のご協力をお願いいたします。 

   また、Ｃゾーンのみでなく桜淵公園全体を活用したご意見、ご提案でも構いません。その

際は、桜淵再整備基本計画を軸としたご意見、ご提案をお願いします。 

 

 【項目】 

   以下の項目についてご意見やご提案をお聞かせください。また一部だけのご意見やご提

案でも構いません。 

№ 項目 

１ 
桜淵再整備基本計画の基本方針を軸とした、公園の魅力向上や収益を生み出す事業

のアイデア 

２ 
桜淵再整備基本計画の基本方針を軸とした事業において、想定される提案事業と民

間活力の導入の可能性（市場性の有無）や課題 

３ 想定する事業方式（管理運営方法等） 

４ 民間活力の導入に関して公と民の役割分担 

５ 想定する事業期間、スケジュール 

６ 将来の公募参加の可能性 

７ 将来の公募に対する市へ意見、要望 
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５．サウンディングの手続き 

 ⑴ 現地見学会の開催 

  サウンディングへの参加を希望する事業者等向けの現地見学会を実施します。 

  現地見学会に参加を希望される場合は、別紙１「現地見学会エントリーシート」に必要事項

を記入し、件名を【現地見学会参加申込】として、申込先へ電子メールにてご提出ください。 

  ① 事前申込受付期間 

   令和８年２月２日(月)から２月２５日(水) １７時まで 

  ② 申込先 

   ８．問い合わせ先のとおり 

  ③ 見学会開催日程 

随時開催とします。以下の期間内で「現地見学会エントリーシート」で希望する日時で

調整をさせていただきます。   

   ・ 令和８年２月３日(火)から２月２７日(金)まで 

（土・日・祝を除く １０時から１７時までで調整します。調整が難しい場合は、別

途相談のうえ決定します。） 

  ④ 会場 

    桜淵公園（集合場所：木かげプラザ前駐車場） 

 

 ⑵ サウンディングの参加申し込み 

  サウンディングの参加を希望する場合は、別紙２「サウンディングエントリーシート」に必

要事項を記入し、件名を【サウンディング参加申込】として、申込先へ電子メールにてご提出

ください。 

  ① 申込受付期間 

   令和８年２月２日(月)から令和８年３月２日(月) １７時まで 

  ② 申込先 

   ８．問い合わせ先のとおり 

 

 ⑶ 質問等について 

  参加にあたり質疑がある場合は、質問書（任意様式）を作成のうえ、「８. 問い合わせ先」

へ電子メールにより提出ください。 

なお、電子メールのタイトルは「サウンディング質問書【法人等名】」とし、受信確認のた

め、送信後に担当へ電話で送信した旨を連絡ください。 

質疑の内容については後日、個別に回答します。 
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 ⑷ サウンディングの日時及び場所の連絡 

  サウンディングへの参加申込をいただいた事業者等の担当者あてに、実施日時及び場所を電

子メールにて御連絡します。リモートでの参加も可能としますので、希望する場合はその旨エ

ントリーシートに記載ください。希望に沿えない場合もありますので、予め御了承ください。 

 

 ⑸ サウンディングの実施 

  ➀ 実施期間 

   令和８年３月２３日(月)から３月２７日(金)の間 

  ② 所要時間 

   ３０分～１時間程度 

  ③ 場所 

   新城市役所 会議室 

  ④ その他 

   サウンディングは参加事業者等のアイデア及びノウハウの保護のため個別開催 

 

 ⑹ サウンディング結果の公表 

  サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者等の

名称は公表しません。また、参加事業者等のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参

加事業者等へ内容の確認を行います。 

 

６．留意事項 

 ⑴ 参加事業者等の取扱い 

  サウンディングへの参加実績は、事業者公募等における評価の対象とはなりません。 

 

 ⑵ 対話及び対話内容の取扱い 

  対話内容は今後の方針検討に活用させていただきますが、双方の発言とも、あくまで対話時

点での想定のものであり、事業化及び公募の実施等を必ずしも約束するものではありません。 

 

 ⑶ 費用負担 

  サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者等の負担とします。 

 

 ⑷ 追加対話への協力 

  本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）やアンケート等を実

施させていただくことがあります。その際にはご協力をお願いいたします。 
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 ⑸ 実施結果の公表 

  対話の結果については、概要を市ホームページで公表します。 

公表にあたっては、事前に参加事業者等に内容の確認を行います。 

参加事業者等の名称は公表しません。 

 

７．別紙・参考資料 

 資料１「桜淵公園再整備基本計画」 

 別紙１「現地見学会エントリーシート」 

 別紙２「サウンディングエントリーシート」 

 

８．問い合わせ先 

 担 当：新城市産業振興部観光課 

 住 所：〒４４１－１３９２ 

        新城市字東入船１１５番地 

 電 話：０５３６－２３－７６１３ 

 Ｆ Ａ Ｘ：０５３６－２３－７０４７ 

 Ｅ-ｍａｉｌ：kankou@city.shinshiro.lg.jp 


